
章 節 条項 入管法 施行規則

総
則

§１ (目的)
§２ (定義) §1(出入国港)→別表1
§2の2-1 (外国人の在留条件)
§2の2-2 (在留資格)
§2の2-3 (在留期間) §3(在留期間)→別表2

入
国･

上
陸

入
国

§3-1 (外国人の入国制限)
§3-2 (みなし乗員)

上
陸

§4 －－－－－－－－－
§5-1 (上陸拒否事由)①～⑭号 §4(補助者の要件)
§5-2 (上陸拒否事由)相互主義

上
陸
手
続

審
査

§6-1 (外国人)(旅券+査証の所持義務)
§6-2 (外国人)(上陸申請義務) §5-1(申請書の様式)→6号･6号2

§5-2(旅券の提示)
§5-3(申請代行者)(同行者)
§5-4(申請代行者)(船舶長･運送業者)

§6-3 (外国人)(個人識別情報提出義務)
§7-1 (入国審査官)(上陸条件適合性審査義務)
§7-2 (外国人)(立証責任)
§7-3 審査基準
§7-4

§7の2-1 (在留資格認定証明書)
§6(不提出者の提出資料)→別表3       
§6の2-1(申請書)→様式6号3

§6の2-2(  〃  )(提出資料)→別表3

§7の2-2 (       〃         )(代理人資格) §6の2-3(  〃  )(代理人資格)→別表4

§6の2-4(  〃  )(代理人資格)

§6の2-5(  〃  )(交付要件)

§6の2-6(  〃  )(証明書)→様式6号4～6

§8 (船舶等への乗込権限)

§9-1 (上陸許可手続)(条件適合)→証印
§7-1(証印)→様式7号～7号3            
§7-2( 〃 )(｢特定活動｣)→7号4

§9-2 (  〃  )( 〃 )(審査要件)→診断後

§9-3 (  〃  )( 〃 )→資格･期間の決定

§9-4 (  〃  )(条件不適合)→審査官へ

§9-5 (  〃  )(    〃    )→上陸制限

審
理･

異
議
申
出

§10-1 (口頭審理)
§10-2 (   〃   )(特別審理官)(記録作成義務)
§10-3 (   〃   )(外国人･代理人)(証拠提出･証人尋問権)
§10-4 (   〃   )(外国人)(親族･知人の立会許可)

§10-5 (   〃   )出頭命令･証人喚問

§8-1(出頭要求通知書)→様式8号       
§8-2(宣誓方式)→宣誓書               
§8-3(   〃   )(記載事項)

§10-6 (   〃   )(特別審理官)(照会･報告権)
§10-7 (   〃   )
§10-8 (   〃   )(上陸許可)(要件)
§10-9 (   〃   ) §9-1(認定通知書の様式)→9号

§10-10 (   〃   )退去命令

§9-2(異議なき文書の様式)→10号       
§10-1(退去命令書の様式)→11号       
§10-2(退去命令通知書の様式)→12号

§11-1 (異議申出)(主任審査官･法務大臣) §11(申出書の様式)→13号
§11-2 (   〃   )
§11-3 (   〃   )
§11-4 (   〃   )(異議理由ありの場合)→上陸許可
§11-5 (   〃   )(       〃         )→旅券に証印
§11-6 (   〃   )(異議理由なしの場合)→退去命令
§12-1 (上陸特別許可)(要件)
§12-2 (     〃     )(みなし裁決)

仮
上
陸

§13-1 (仮上陸許可)権限→主任審査官 §12-1(許可書様式)→10号
§13-2 (    〃    )許可書の交付

§13-3 (    〃    )(権限)(条件付与・保証金納付)

§12-2(条件)                          
§12-3(保証金の額)→～200万          
§12-4(保証金受領証書)→様式15号

§13-4 (    〃    )(保証金)返還時期

§13-5 (    〃    )(保証金)没収原因･額
§12-6(保証金の没収要件)             
§12-6(保証金没収通知書)→様式16号

§13-6 (    〃    )(権限)収容委託
§13-7 (    〃    )収容手続→通常収容手続



§13の2-1 (滞留場所の指定)→近傍の指定施設 §12の２(通知の方式)
§13の2-2 (      〃      )→通知対象者

上
陸
の
特
例

§14-1 (特例許可)(寄港地上陸)(要件)
§13-1(申請書)→様式17号、様式6号     
§13-2(切符･旅券の所持義務)

§14-2 (   〃   )(    〃    )(手続)→旅券に証印 §13-3(証印)→様式18号､18号2

§14-3 (   〃   )(    〃    )(権限)→条件付与 §13-4(条件)
§15-1 (   〃   )(観光 通過上陸)(要件) §14-1(通過上陸の許可)  §14-2345
§15-2 (   〃   )(周辺    〃   )(要件)
§15-3 (   〃   )(通過上陸)(手続)→旅券に証印

§15-4 (   〃   )(   〃   )(権限)→条件付与
§15-5 (   〃   )(   〃   )(要件の特例)

§16-1 (   〃   )(乗員上陸)
§15-1(申請書)→様式17号、6号         
§15-2345

§16-2 (   〃   )(   〃   )
§15の2(申請書)→様式17号、6号       
§15の2-234

§16-3 (   〃   )(   〃   )
§16-4 (   〃   )(   〃   )
§16-5 (   〃   )(   〃   )
§16-6 (   〃   )(   〃   )
§16-7 (   〃   )(   〃   )
§17-1 (   〃   )(緊急上陸)(要件) §16-1(申請書)→様式23号
§17-2 (   〃   )(   〃   )(手続)→許可書交付 §16-2(許可書)→様式24号
§17-3 (   〃   )(   〃   )(船舶長･運送業者の責任)
§18-1 (   〃   )(遭難上陸)(要件) §17-1(申請書)→様式25号、6号
§18-2 (   〃   )(   〃   )(手続)
§18-3 (   〃   )(   〃   )(手続) §17-2(許可書)→様式26号
§18-4 (   〃   )(   〃   )(権限)→条件付与 §17-3(条件)

§18の2-1 (   〃   )(一時庇護上陸)
§18-1(申請書)→様式26号2､6号         
§18-2(代理人資格)

§18の2-2 (   〃   )(   〃   ) §18-3(許可書)→様式27号  
§18の2-3 (   〃   )(   〃   ) §18-4(条件)

在
留･

出
国

在
留
資
格･
変
更･

取
消

§19-1 (活動制限) §19の2(臨時の報酬)
§19-2 (   〃   )(資格外活動許可) §19-1234(資格外活動の許可)
§19-3 (   〃   )(みなし乗員)
§19の2-1 (就労資格証明書) §19の3-1234(就労資格証明書)
§19の2-2 (     〃       )(不利益取扱の禁止)

§20-1 (在留資格の変更)
§20-12345678(在留資格の変更)        
§21の2-12345678(申請内容変更の申出)

§20-2 (      〃      )
§20-3 (      〃      )
§20-4 (      〃      )
§21-1 (在留期間の更新) §21-12345(在留期間の更新)
§21-2 (      〃      )
§21-3 (      〃      )
§21-4 (      〃      )
§22-1 (永住許可) §22-1234(在留資格の変更による場合)
§22-2 (   〃   ) §25-1234(在留資格の取得による場合)
§22-3 (   〃   )
§22の2-1 (在留資格の取得) §24-12345(在留資格の取得)
§22の2-2 (      〃      )
§22の2-3 (      〃      )
§22の2-4 (      〃      )
§22の3 (準用規定)
§22の4-1 (在留資格の取消)(取消事由) §25の2(取消通知書の様式)
§22の4-2 (      〃      )(手続)(意見聴取) §25の3(担当入国審査官の指定)

§22の4-3 (      〃      )( 〃 )(通知)
§25の4-1(代理人資格証明書)→様式37号4
§25の4-2(〃資格喪失届出書)→様式37号5

§22の4-4 (      〃      )( 〃 )(外国人の権利)
§22の4-5 (      〃      )( 〃 )(意見聴取の省略)
§22の4-6 (      〃      )( 〃 )(出国期間の指定) §25の14-12(出国期間)→30日まで
§22の4-7 (      〃      )( 〃 )(条件の付与)

在
留
条
件

§23-1 (旅券･許可書)(携帯義務)
§23-2 (    〃     )(呈示義務) §26(旅券の提示要求ができる職員)
§23-3 (身分証票)(携帯･呈示義務)
§23-4 (旅券･許可書)(携帯義務の免除)→16才未満
§24 (退去強制)(事由)
§24の2-1 (   〃   )(テロリスト認定手続)
§24の2-2 (   〃   )(        〃        )
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§24の3 (出国命令)(事由)

出
国

§25-1 (出国手続)(出国確認義務) §27-1234(出国の確認)

§25-2 (   〃   )(     〃     )

§25の2-1 (出国確認の留保)(要件) §28(出国確認の留保)

§25の2-2 (      〃      )(手続)
§26-1 (再入国の許可) §29-12345678(再入国の許可)
§26-2 (     〃     )
§26-3 (     〃     )
§26-4 (     〃     )
§26-5 (     〃     )
§26-6 (     〃     )
§26-7 (     〃     )

退
去
強
制
手
続

違
反
調
査

§27 (違反調査)
§28-1 (取調･報告要求)
§28-2 (      〃     )

§29-1 (出頭要求･取調)(容疑者) §30(出頭要求)

§29-2 (     〃      )

§29-3 (     〃      )

§29-4 (     〃      )
§30-1 (出頭要求)(証人)
§30-2 (   〃   )
§30-3 (   〃   )
§31-1 (臨検･捜索･押収) §31-12(臨検･捜索・押収)
§31-2 (      〃      ) §32-12(臨検の間の立入禁止)
§31-3 (      〃      ) §33-12(押収物件目録･還付請書)
§31-4 (      〃      ) §34(臨検調書)
§31-5 (      〃      )

§32 (必要な処分)
§33 (証票の携帯)

§34 (捜索･押収の立会)
§35-1 (時刻制限)
§35-2 (   〃   )
§35-3 (   〃   )
§36 (出入禁止)
§37-1 (押収手続)
§37-2 (   〃   )
§38-1 (   〃   )

§38-2 (調書の作成)

収
容

§39-1 (通常収容)(要件)
§39-2 (   〃   )(収容令書)(発布権限)

§40 (   〃   )(収容令書)(記載事項) §35(様式)→50号
§41-1 (   〃   )(収容期間)
§41-2 (   〃   )(収容場所)
§41-3 (   〃   )(留置嘱託) §36(留置嘱託書の様式)→51号
§42-1 (   〃   )(手続)原則→事前提示
§42-2 (   〃   )(手続)例外→事後提示
§43-1 (緊急収容)
§43-2 (   〃   )
§43-3 (   〃   )
§44 (容疑者の引渡)

審
査
～
異
議
申
出

§45-1 (入国審査官の審査)
§45-2 (      〃        )
§46 (容疑者の立証責任)

§47-1 (審査後の手続)
§37-1(認定書)→様式52号             
§38(放免証明書)→様式55号

§47-2 (    〃      )
§47-3 (    〃      ) §37-2(認定通知書)→様式53号
§47-4 (    〃      )
§47-5 (    〃      ) §37-3(口頭審理不請求文書)→様式54号
§48-1 (口頭審理) §39(口頭審理期日通知書)
§48-2 (   〃   ) §40-12(口頭審理調書)
§48-3 (   〃   ) §41-123(判定書)
§48-4 (   〃   )
§48-5 (   〃   )
§48-6 (   〃   )
§48-7 (   〃   )
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§48-8 (   〃   )
§48-9 (   〃   )
§49-1 (異議申出) §42(異議の申出)
§49-2 (   〃   ) §43-12(裁決･決定書)
§49-3 (   〃   )
§49-4 (   〃   )
§49-5 (   〃   )
§49-6 (   〃   )
§50-1 (裁決の特例)
§50-2 (   〃   )
§50-3 (   〃   ) §44-12(在留特別許可)

執
行

§51 (退去強制令書)(方式) §45(退去強制令書)
§52-1 (     〃     )(執行) §46-12(同上 執行依頼)
§52-2 (     〃     ) §47(送還通知書)
§52-3 (     〃     )
§52-4 (     〃     )
§52-5 (     〃     )
§52-6 (     〃     ) §48(特別放免)
§53-1 (送還先)
§53-2 (  〃  )
§53-3 (  〃  )

仮
放
免

§54-1 (仮放免) §49-1234567(仮放免)
§54-2 (  〃  )
§54-3 (  〃  )
§55-1 (仮放免の取消) §50-12(仮放免取消書)
§55-2 (     〃     )
§55-3 (     〃     )
§55-4 (     〃     )
§55-5 (     〃     )

出
国
命
令

§55の2-1 (審査)
§55の2-2 ( 〃 )
§55の2-3 ( 〃 )
§55の2-4 ( 〃 )
§55の3-1 (出国命令) §50の2-12(出頭確認)
§55の3-2 (   〃   )
§55の3-3 (   〃   ) §50の3()
§55の4 (出国命令)(方式) §50の4()
§55の5 (出国期限の延長) §50の5-12()
§55の6 (出国命令の取消) §50の6(取消通知書)→様式71号5

船
長
等
の
責
任

§56 (協力義務) §51(船舶長の協力義務)
§56の2 (旅券の確認義務)
§57-1 (報告義務) §52-123(報告義務)
§57-2 (   〃   )
§57-3 (   〃   )
§57-4 (   〃   )
§58 (上陸防止義務)
§59-1 (送還義務)
§59-2 (   〃   )
§59-3 (   〃   ) §52の2-12(施設の指定)
§59の2-1 (事実の調査)
§59の2-2 (    〃    ) §52の3(調書の作成)
§60-1 (日本人の出国) §53(確認方式)→旅券に証印(様式38号)
§60-2 (     〃    )

§61 (日本人の帰国)
§54(確認方式)→旅券に証印(様式72号)  
                帰国証明書(様式73号)

§61の2-12 (難民の認定) §55-123456(難民の認定)
§61の2の2-1 (在留許可) §56-1234(在留資格に係る許可)
§61の2の2-2 (   〃   )
§61の2の2-3 (   〃   )
§61の2の2-4 (   〃   )
§61の2の3 (   〃   )
§61の2の4-1 (仮滞在の許可) §56の2-12345678(仮滞在の許可)
§61の2の4-2 (     〃     )
§61の2の4-3 (     〃     )
§61の2の4-4 (     〃     )
§61の2の4-5 (     〃     )
§61の2の5 (仮滞在の許可)(取消) §56の3(同上 許可取消)
§61の2の6-1 (退去強制手続との関係)

出
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§61の2の6-2 (         〃         )
§61の2の6-3 (         〃         )
§61の2の6-4 (         〃         )
§61の2の7-1 (難民認定の取消) §57(難民認定取消)
§61の2の7-2 (      〃      )
§61の2の7-3 (      〃      )
§61の2の8-1 (難民認定者の在留資格取消) §57の2-12(難民認定者の在留資格取消)
§61の2の8-2 (      〃      )
§61の2の9-1 (異議申立) §58(異議申立)
§61の2の9-2 (   〃   ) §58の2(同上 不適格自由)
§61の2の9-3 (   〃   ) §58の3(意見聴取の方法)
§61の2の9-4 (   〃   ) §58の4(説明要求)
§61の2の9-5 (   〃   ) §58の5-123(口頭意見陳述の機会要求)
§61の2の9-6 (   〃   ) §58の6-123(口頭意見陳述書の記載)
§61の2の10-1 (難民審査参与員) §58の7-12(意見の提出方法)
§61の2の10-2 (     〃      ) §58の8-12(異議申立決定)
§61の2の10-3 (     〃      ) §58の9-12(難民審査参与員の構成)
§61の2の10-4 (     〃      ) §58の10(難民調査官による審尋)
§61の2の11 (永住許可の特則)
§61の2の12-1 (難民旅行証明書) §59-123456(難民旅行証明書)
§61の2の12-2 (     〃      )
§61の2の12-3 (     〃      )
§61の2の12-4 (     〃      )
§61の2の12-5 (     〃      )
§61の2の12-6 (     〃      )
§61の2の12-7 (     〃      )
§61の2の12-8 (     〃      )
§61の2の12-9 (     〃      )
§61の2の13 (難民旅行証明書)(返納)
§61の2の14-1 (事実の調査)
§61の2の14-2 (   〃     ) §59の2-12(調書の作成)
§61の2の14-3 (   〃     )

補
則

§61の3-1 (入国審査官)
§61の3-2 (   〃     )
§61の3-3 (   〃     )
§61の3の2-1 (入国警備官)
§61の3の2-2 (   〃     )
§61の3の2-3 (   〃     )
§61の3の2-4 (   〃     )
§61の3の2-5 (   〃     )
§61の4-1 (武器の携帯及び使用)
§61の4-2 (      〃        )
§61の5-1 (制服･証票)
§61の5-2 (   〃    )
§61の5-3 (   〃    )
§61の6 (収容場)
§61の7-1 (被収容者の処遇)
§61の7-2 (      〃      )
§61の7-3 (      〃      )
§61の7-4 (      〃      )
§61の7-5 (      〃      )
§61の7-6 (      〃      )
§61の8-1 (行政機関の協力)
§61の8-2 (      〃      )
§61の9-1 (情報提供)
§61の9-2 (  〃    )
§61の9-3 (  〃    )
§61の9-4 (  〃    )
§61の10-1 (出入国管理基本計画)
§61の10-2 (       〃         )
§61の10-3 (       〃         )
§61の10-4 (       〃         )
§61の10-4 (       〃         )
§61の10-5 (       〃         )
§62-1 (通報)
§62-2 ( 〃 )
§62-3 ( 〃 )
§62-4 ( 〃 )

難
民
認
定
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§62-5 ( 〃 )
§62-5 ( 〃 )
§63-1 (刑事手続との関係)
§63-2 (       〃       )
§63-3 (       〃       )
§64-1 (身柄の引渡)
§64-2 (    〃    )
§65-1 (刑事訴訟法の特例)
§65-2 (       〃       )
§66 (報償金) §60(報賞金)
§67 (手数料)
§67の2 (  〃  ) §61(手数料納付書)
§68-1 (  〃  )
§68-2 (  〃  )
§69 (省令への委任)
§69の2 (大臣権限の委任) §61の２(権限の委任)
§69の3 (経過措置)

罰
則

§70-1 (～3年懲役･禁固 OR ～300万罰金)
§70-2
§70の2 (刑の免除)
§71 (～1年懲役 OR ～30万罰金)
§72 (～1年懲役 OR ～20万罰金)
§73 資格外活動違反罪(～1年懲役･禁固 OR ～200万罰金)
§73の2-1 (不法就労助長罪)(～3年懲役･禁固OR～300万罰金)
§73の2-2 (      〃      )｢不法就労活動｣の定義
§74-1 (集団密航)入国･上陸罪(～5年懲役OR～200万罰金)
§74-2 (   〃   )営利犯加重(～10年懲役OR～1000万罰金)
§74の2-1 (   〃   )輸送罪(～3年懲役OR～200万罰金)
§74の2-2 (   〃   )営利犯加重(～7年懲役OR～500万罰金)
§74の3 (   〃   )船舶準備･提供(～2年懲役OR～100万罰金)
§74の4-1 (   〃   )収受･輸送･蔵匿･隠避(～5年懲役OR～300万罰金)
§74の4-2 (   〃   )営利犯加重(～10年懲役OR～1000万罰金)
§74の4-3 (   〃   )未遂罪
§74の5 (   〃   )予備罪(～2年懲役OR～100万罰金)
§74の6 不法入国･不法上陸援助罪(～3年懲役OR～300万罰金)
§74の6の2-1 (文書交付･所持･提供･収受)(～3年懲役OR～300万罰金)
§74の6の2-2 (          〃           )営利犯加重(～5年懲役OR～500万罰金)
§74の6の3 (         〃            )未遂罪
§74の7 (国外犯)
§74の8-1 (蔵匿･隠避)(～3年懲役OR～300万罰金)
§74の8-2 (蔵匿･隠避)(営利犯加重)(～5年懲役OR～500万罰金)
§74の8-3 (蔵匿･隠避)(未遂)
§75 (不出頭･宣誓拒絶･証言拒絶･偽証)(～20万罰金)
§76 (旅券･許可書の不携帯)(～10万罰金)
§76の2 (両罰規定)
§77 (～50万過料)
§77の2 (旅券･許可書の不携帯)(特別永住者)(～10万過料)
§78 (没収)

不足 §61の3-1(電子申請)(申請種別)
・(  )の長さを合わせる §61の3-2(   〃   )(届出事項)
・区切りに罫線を引く §61の3-3(   〃   )(申請方式)
・項数ごとに記載する §62(雑則)(訳文の添付)

§63-1(上陸審査基準)(留学･就学)(教育機関)
§63-2(     〃     )
§64-1(上陸審査基準)(研修)(研修内容)
§64-2(     〃     )
§64-3(     〃     )(研修評価法人の要件)

§22の4 在留資格の取消 §25の5-1234(利害関係人)
§25の6-12(意見聴取通知)
§25の7-1234(期日場所の変更)
§25の8-12(手続の併合)

§25の-1234(意見の聴取への出頭)
§25の10-12(意見聴取の方式)

章 節 条項 入管法 施行規則



§25の11-123(続行期日の指定)
§25の12-123(意見聴取調書･報告書の記載事項
§25の13-12345(文書の閲覧)

章 節 条項 入管法 施行規則


